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 ■コメント：  

26．取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理について 

凸版印刷、日本郵船案件を考えると取得の対価が現金と株式の組み合わせであった場合について明確化

すべきと思われます。 

たとえば株価が転換価格を30%上回っていた場合、ＣＢの取得は100の現金と時価30の株式でなされること

になります。実務対応報告第16号においては130が対価になるので、取得費用は130であるとのことになっ

ていました。 

本ケースでは100で発行したＣＢを100の現金と30の株で取得するわけですが、全てのＣＢが100の現金で

償還されたと考えてしまうと、30について転換が起こったと考えられないので、まず30の株数に対応するＣ

Ｂについて株式への転換が行われたとして、残りのＣＢを100で取得したと考えざるをえないと思われます。

その場合、消却が行われた時に損失が出ることになります。 

そのような理解でよろしいでしょうか。 

 


